
（１）実施方法

実施した59事業（再掲を含む）について、各担当課により、令和4年度の事業実績と評価を行った。

（２）評価基準

令和4年度の評価基準は以下となります

A：十分取り組めた（100%以上実施）

Ｂ：ある程度取り組めた（70%以上100%未満実施）

Ｃ：あまりできなかった（40%以上70%未満実施）

Ｄ：できなかった（40%未満実施）

Ｅ：事業未実施

（３）評価の総括

基本目標
実施施策
項目数 A B C D E

Ⅰ　誰もがあらゆる分野で活躍できる
環境づくり

28 11 8 9 0 0

Ⅱ　男女共同参画に向けた意識改革
の推進

10 5 5 0 0 0

Ⅲ　誰もが安全・安心して暮らせる環
境の実現

21 12 7 1 1 0

事業合計（事業） 59 28 20 10 1 0

割合(%) 100% 47% 34% 17% 2% 0%
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計 A B C D E

基本目標Ⅰ
誰もがあらゆる分野で活躍できる環境
づくり

28 11 8 9 0 0

施策の方向１
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ
ンス）を実現できる環境の整備

11 3 5 3 0 0

　（１）男性の育児・介護参画の支援 2 1 0 1 0 0

　（２）多様なニーズに対応した子育て
支援の充実

5 2 3 0 0 0

　（３）介護を支援する環境の整備 2 0 1 1 0 0

　（４）事業所などに対する啓発 2 0 1 1 0 0

施策の方向２
政策・方針等決定過程への男女共同
参画の推進

3 0 1 2 0 0

　（１）審議会等への女性の登用の推
進

1 0 0 1 0 0

　（２）町における管理職への女性の積
極的登用

2 0 1 1 0 0

施策の方向３
雇用等における女性活躍の推進（女性
活躍推進計画）

9 5 2 2 0 0

　（１）就労の場における男女共同参画
の促進

5 1 2 2 0 0

　（２）女性の再就職・起業の支援 2 2 0 0 0 0

　（３）職場におけるハラスメントの防止 2 2 0 0 0 0

施策の方向４
地域活動・社会活動における男女共同
参画の推進

5 3 0 2 0 0

　（１）地域活動・社会活動団体におけ
る男女共同参画の推進と支援

3 2 0 1 0 0

　（２）多様な人々の視点による防災・
減災活動の推進

2 1 0 1 0 0

計 A B C D E

基本目標Ⅱ
男女共同参画に向けた意識改革の推
進

10 5 5 0 0 0

施策の方向５
男女共同参画に関する理解の促進

4 3 1 0 0 0



　（１）男女共同参画に関する広報、啓
発の充実

4 3 1 0 0 0

施策の方向６
男女共同参画に向けた教育の推進

6 2 4 0 0 0

　（１）学校等における男女共同参画に
向けた教育の推進

5 2 3 0 0 0

　（２）生涯を通じた学習機会の充実 1 0 1 0 0 0

計 A B C D E

基本目標Ⅲ
誰もが安全・安心して暮らせる環境の
実現

21 12 7 1 1 0

施策の方向７
あらゆる暴力の根絶（配偶者からの暴
力の防止及び被害者の保護のための
基本計画）

8 7 1 0 0 0

　（１）DV・ハラスメント・児童虐待等の
防止・啓発の推進

5 4 1 0 0 0

　（２）安心して相談できる体制の整備 2 2 0 0 0 0

　（３）被害者等の支援体制の充実 1 1 0 0 0 0

施策の方向８
生涯を通じた健康支援

6 3 1 1 1 0

　（１）ライフステージに応じた健康づく
りの推進

2 0 1 1 0 0

　（２）性と生殖に関する健康支援の充
実

4 3 0 0 1 0

施策の方向９
複合的に困難を抱える人への支援

7 2 5 0 0 0

　（１）自立のための支援 5 1 4 0 0 0

　（２）多様な主体が能力を発揮できる
環境の整備

2 1 1 0 0 0

（４）評価結果のまとめ

評価を行った結果、Ａ評価は47％で一番高く、今年度も新型コロナウイルス感染症の影響に
より事業を実施する上で制限されたが、男女共同参画の理解の促進に向け、講演会や各種
事業を実施し、固定的役割分担等の意識の解消に努めた。
子育て支援やDV・ハラスメント等の防止・啓発においては、一定の評価がみられるものの、一
方で就労の場における男女共同参画の促進に向けた事業所への啓発が十分とは言えず、ま
た、審議会等への女性の割合が未だ低く、課題が見られる。
男女共同参画社会の実現に向け、各事業の取り組みを充実し、着実な推進が必要である。


